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園庭の木々も綺麗な花を咲かせ、爽やかな風を感じられる季節となってきま

した。園庭のヒメリンゴや八重桜も緑に移り変わり、深緑の景色が広がってい

ます。今年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響により思うように

運営できず、自粛の日々であり、国全体としても今が我慢の時だと思います。

今後、動きも変化が出てくると思いますで、その際はホームページ等でお知ら

せします。 

 

 

Kids cafe 空飛ブ鯨堂 
 

「Kids café 空飛ブ鯨堂」は、地域の子育てをしている保護者の方が子

ども達と一緒に利用できる喫茶店です。日頃の忙しさから少し抜け出して、

楽しくほっとする一時を過ごしてみませんか？喫茶店には栄養士や保育士

がいますので、育児や食事の悩み等がありましたら、お気軽に相談して下

さい。ママ友同士の参加はもちろん、一組でのご来店も大歓迎です！ 

 

☆喫茶店の利用について☆ 

♪営業日♪…火曜日～金曜日 

10:30～16:30（ＬＯ16:00） 

♪定休日♪…月・土・日曜日・祝日 

・及び休日の翌日火曜日 

 

 

＜☆準備物☆＞ 

・風船（多い方が大きいトランポリンができます！） 

・布団圧縮袋 

※どちらも 100 均で購入できます♪ 

 

＜☆作り方☆＞ 

① 風船をたくさん膨らませます。 

♪トランポリンで遊ぶ前に、風船で遊んでからトランポリン作りをすると連続

性も生まれ、たくさん遊ぶことができます！ 

② 膨らませた風船を圧縮袋の中に入れます。 

♪ポイントは沢山入れて、端の方までしっかりと詰めることです！ 

③ 最後に圧縮袋を掃除機で吸います。中の空気がしっかりと抜けたら完成です☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★  ☆おうちで楽しいトランポリン☆ 

新型コロナウイルスの影響がまだまだ続き、自粛生活で疲れ

も溜まってきていると思います。大人も子どももそれは一緒だ

と思います。そんな疲れをお子さんと一緒にふわふわのトラン

ポリンで発散させてみませんか？お家で簡単に！トランポリン

を作ることができます！！ぜひ作ってみてください☆ 

☆完成☆ ※コロナウイルスの影響によ

り営業を中止しております。 

※育児相談は受け付けています。お

気軽にご相談ください！ 

 



《 お問い合わせ 》 

長町自由の星保育園 仙台市太白区長町４－７－１５   

〈電話〉０２２―７４８－０３８３ 〈時間〉７：３０～１８：００   

 

 

始めます！！ 

今年度より zoom を使ったキラキラデーや保護者の方々の悩み相談、こん

な時どうする？など、皆さんで共有したり、解決したりしていきたいと思いま

す！ 

○フリートーク…みなさんでお話しませんか？ 

○年齢に合わせての悩み相談会 

○育児講座や相談会などなど予定しております！ 

 

＜時間＞    10：30 ～（40 分程度を予定） 

＜予約方法＞電話・ＨＰよりメールにてお問い合わせください！ 

 

〈♪５月のキラキラデー♪〉 

★１２日（水）離乳食講座：離乳食・幼児食ってどのように進めるの？ 

       育児講座：乳児が喜ぶ絵本・ふれあい遊び特集    

（対象年齡 0～１歳児，定員５組） 

◆キラキラデーを zoomで開催したいと思います！！みなさん、ぜひ参加して

ください！ 

 

〈♪６月のキラキラデー 紹介♪〉 

★５日（金） 育児講座：暖かいこの時期に！ 

トイレットトレーニングを始めよう      

       隠された宝物を探そう☆ （対象年齡 0～１歳児，定員５組） 

★１７日（水）誕生会に参加して、６月生まれのお友達をお祝いしよう🎂 

（対象年齢０～５歳児，定員５組） 

今後の開催の仕方に関しまして、おたよりやホームページにて 

お知らせ致しますので、ご確認いただければと思います。 

★一時預かり事業について★ 

断続的な保護者の就労や職業訓練等、または保護者の病気や介護等によ

り家庭での保育が困難となる児童を保育所で保育する制度です。 

【利用できる児童】 健康な生後５ヶ月以上の就学前の児童 

（0 歳児は５ヶ月となった月の翌月 1 日より利用可能となります。） 

【事業内容】 

・非定型保育 

    保護者の就労、職業訓練、就業等により、月６４時間未満を限定として

断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業 

・緊急保育 

    保護者の疾病、災害、事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にや

むを得ない事由により、緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童に対す

る保育サービス事業 

・私的理由による保育 

    学校（幼稚園）行事・保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消

する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育サ

ービス事業 

・継続的利用保育 

    保護者の就労、職業訓練、就労等により、月６４時間以上家庭保育が困

難となる児童に対する保育サービス事業 

【保育時間】 平日〈7:30～18:00〉土曜〈7:30～18:00〉  

※土曜日は就労・就学の方のみ＜7:30～12:45＞となっています。 

☆利用の際は、事前に登録が必要です。登録にあたっての面接が必要と

なりますので、保育園にお問い合わせ下さい。 

 

 

何でもご相

談下さい☆ 


